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外
交
防
衛
委
員
会
）

無
形
文
化
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
五
号

（
衆
議
院
送

）

付
）
要
旨

こ
の
条
約
は
、
生
活
形
態
や
価
値
観
の
変
化
に
伴
い
、
音
楽
、
舞
踏
、
儀
式
等
の
民
間
伝
承
を
始
め
無
形
文
化
遺
産
が
急
速

に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
無
形
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
国
際
的
な
法
的
枠
組
み
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
無
形
文

化
遺
産
の
保
護
は
人
類
に
と
っ
て
一
般
的
な
利
益
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
二
○
○
三
年
（
平
成
十
五
年
）
十
月
に
第
三
十
二

回
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
総
会
で
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
四
十
箇
条

及
び
末
文
か
ら
成
り
、
無
形
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
国
際
的
な
協
力
及
び
援
助
の
体
制
の

確
立
、
締
約
国
が
と
る
べ
き
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

こ
の
条
約
は
、
無
形
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
こ
と
、
無
形
文
化
遺
産
を
尊
重
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
、
国
際
的
な
協

力
及
び
援
助
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
。

二

「
無
形
文
化
遺
産
」
と
は
、
慣
習
、
描
写
、
表
現
、
知
識
及
び
技
術
並
び
に
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
器
具
、
物
品
、
加
工
品

及
び
文
化
的
空
間
で
あ
っ
て
、
社
会
、
集
団
及
び
場
合
に
よ
っ
て
は
個
人
が
自
己
の
文
化
遺
産
の
一
部
と
し
て
認
め
る
も
の
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を
い
う
。

三

こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
①
無
形
文
化
遺
産
が
直
接
関
連
す
る
世
界
遺
産
を
構
成
す
る
物
件
に
関
し
、
一
九
七
二

年
の
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
の
下
で
の
地
位
を
変
更
し
又
は
保
護
の
水
準
を
低
下
さ
せ
る

も
の
と
解
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
②
締
約
国
が
、
知
的
財
産
権
又
は
生
物
学
的
及
び
生
態
学
的
な
資
源
の
利
用
に
関
す
る

国
際
文
書
の
当
事
国
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

四

こ
の
条
約
に
よ
り
、
締
約
国
会
議
を
設
置
し
、
通
常
会
期
と
し
て
二
年
ご
と
に
会
合
す
る
。

五

こ
の
条
約
に
よ
り
、
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
の
た
め
の
政
府
間
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う

）
を
設
置
す
る
。

。

委
員
会
は
、
条
約
の
目
的
を
促
進
し
並
び
に
そ
の
実
施
を
奨
励
し
及
び
監
視
す
る
こ
と
、
無
形
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
た
め

の
最
良
の
実
例
に
関
す
る
指
針
を
提
供
し
及
び
そ
の
た
め
の
措
置
の
勧
告
を
行
う
こ
と
等
を
任
務
と
す
る
。

六

委
員
会
は
、
ユ
ネ
ス
コ
事
務
局
の
補
佐
を
受
け
る
。

七

締
約
国
は
、
自
国
の
領
域
内
に
存
在
す
る
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。
ま
た
、
締

約
国
は
、
社
会
、
集
団
及
び
関
連
の
あ
る
民
間
団
体
の
参
加
を
得
て
種
々
の
無
形
文
化
遺
産
の
認
定
を
行
う
。

八

締
約
国
は
、
保
護
を
目
的
と
し
た
認
定
を
確
保
す
る
た
め
、
各
国
の
状
況
に
適
合
し
た
方
法
に
よ
り
、
自
国
の
領
域
内
に
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存
在
す
る
無
形
文
化
遺
産
に
つ
い
て
一
又
は
二
以
上
の
目
録
を
作
成
す
る
。

九

締
約
国
は
、
自
国
の
領
域
内
に
存
在
す
る
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
、
発
展
及
び
振
興
の
た
め
、
無
形
文
化
遺
産
の
管
理
に

係
る
訓
練
機
関
、
記
録
機
関
の
設
置
等
を
行
う
よ
う
努
め
る
。
ま
た
、
締
約
国
は
、
す
べ
て
の
適
当
な
手
段
に
よ
り
、
無
形

文
化
遺
産
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
、
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
の
た
め
の
能
力
を
形
成
す
る
活
動
等
を
行
う
よ
う
努
め
る
。

十

締
約
国
は
、
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
活
動
の
枠
組
み
の
中
で
、
無
形
文
化
遺
産
を
創
出
し
、
維
持
し
及
び
伝
承

す
る
社
会
、
集
団
及
び
適
当
な
場
合
に
は
個
人
の
で
き
る
限
り
広
範
な
参
加
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
並
び
に
こ
れ
ら
の
も
の

を
そ
の
管
理
に
積
極
的
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
。

十
一

委
員
会
は
、
関
係
す
る
締
約
国
の
提
案
に
基
づ
き

「
人
類
の
無
形
文
化
遺
産
の
代
表
的
な
一
覧
表
」
及
び
「
緊
急
に

、

保
護
す
る
必
要
が
あ
る
無
形
文
化
遺
産
の
一
覧
表
」
を
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
、
常
時
最
新
の
も
の
と
し
及
び
公
表
す
る
。
委
員

会
は
、
締
約
国
の
提
案
に
基
づ
き
、
無
形
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
た
め
の
国
家
的
、
小
地
域
的
及
び
地
域
的
な
計
画
、
事
業

及
び
活
動
を
定
期
的
に
選
定
し
並
び
に
促
進
す
る
。

十
二

こ
の
条
約
の
適
用
上
、
国
際
的
な
協
力
に
は
、
特
に
、
情
報
及
び
経
験
の
交
換
、
共
同
の
自
発
的
活
動
並
び
に
締
約
国

に
よ
る
無
形
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
た
め
の
努
力
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
を
含
む
。
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十
三

国
際
的
な
援
助
は

「
緊
急
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
無
形
文
化
遺
産
の
一
覧
表
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
遺
産
の
保
護

、

等
の
た
め
に
供
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
四

「
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
の
た
め
の
基
金

（
以
下
「
基
金
」
と
い
う

）
を
ユ
ネ
ス
コ
の
財
政
規
則
に
基
づ
く
信
託

」

。

基
金
と
し
て
設
立
す
る
。
基
金
の
資
金
は
、
締
約
国
の
分
担
金
及
び
任
意
拠
出
金
、
締
約
国
以
外
の
国
、
機
関
及
び
個
人
か

ら
の
拠
出
金
等
か
ら
成
る
。
委
員
会
は
、
そ
の
使
途
を
、
締
約
国
会
議
が
定
め
る
方
針
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
。

十
五

締
約
国
は
、
締
約
国
会
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
分
担
金
（
ユ
ネ
ス
コ
に
対
す
る
当
該
締
約
国
の
分
担
金
の
額
の
一
％

を
超
え
な
い
も
の
）
又
は
こ
れ
に
で
き
る
限
り
近
い
額
の
任
意
拠
出
金
を
、
少
な
く
と
も
二
年
に
一
回
、
基
金
へ
支
払
う
。

十
六

締
約
国
は
、
基
金
の
利
益
の
た
め
ユ
ネ
ス
コ
の
主
催
の
下
に
組
織
さ
れ
る
国
際
的
な
募
金
運
動
に
対
し
て
可
能
な
範
囲

内
で
援
助
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

十
七

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
と
ら
れ
た
立
法
措
置
、
規
制
措
置
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
報
告
を
委
員
会

に
提
出
す
る
。

十
八

委
員
会
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
前
に
人
類
の
口
承
及
び
無
形
遺
産
の
傑
作
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
も
の
を

「
人
類

、

の
無
形
文
化
遺
産
の
代
表
的
な
一
覧
表
」
に
記
載
す
る
。


